
当院では、次のような迷惑行為があった場合、診療・介
護サービスなどをお断りする場合があります。

職員の安全を守り、診療・介護サービスを円滑に行うた
め、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

1) 職員に対するセクシュアルハラスメントや暴力行為
があった場合、もしくはその恐れが強い場合

２）大声、暴言または脅迫的な言動により、職員の業務
を妨げた場合

３）解決しがたい要求を繰り返し行い、診療業務・介護
業務を妨げた場合

４）診療物品などを故意に破損した場合

５）危険な物品の存在を室内にて確認した場合

６）上記各条項の行為により、当院職員が恐怖を感じた
場合

被害を受ける恐れがある場合や、実際に被害にあったと
判断した場合は、警察に通報させて頂きます。
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迷惑行為により、診療・介護サービ
スの提供をお断りさせていただく

場合がございます！




